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※状況に応じて、各園もしくはこども育成グループがご相談にのらせていた 

だきますので、お声掛けください。 

実 施 園 高浜南部保育園 よしいけ保育園 

実 施 目 的 
 高浜市に住民票があり、仕事を頼まれた時、急に病院に行く時、冠婚葬祭

の時、趣味に打ち込みたい時、お疲れの時など一時的にお子さんを保育しま

す。 

保 育 内 容  通常の保育活動（生活と遊び） 

保 育 日 数  １か月に１４日以内   

対 象 児 童  生後６か月以上で就学前のお子さん 

利用可能日 
月曜日から土曜日  ※祝日及び１２月２９日から１月３日を除く 

●月曜日から金曜日：非定型・緊急・私的  

●土曜日：緊急 

保 育 時 間 

１日 ８時間以内（原則） 

●非定型 午前８時００分から午後６時３０分（原則８時間以内） 

●緊急  午前８時００分から午後６時３０分（原則８時間以内） 

     午前８時３０分から午後０時３０分（土曜日：４時間） 

●私的  午前８時３０分から午後４時３０分（８時間以内） 

※利用理由（非定型・緊急・私的）により利用可能時間が異なります。 

※非定型・緊急は必要に応じて午後６時３０分までお預かりしますが、午後

６時を超える利用の場合は、別途延長利用料金が必要ですので、ご相談く

ださい。 

利 用 料 

 ０・１・２歳児 １日…３，６００円 

 ３ 歳 児 １日…１，７００円 

 ４・５歳児 一日…１，５００円 

※４時間以内の利用は半額になります。 

延長利用料 

 

 ０・１・２歳児 １日…１，３００円 

 ３ 歳 児 １日…  ６００円 

 ４・５歳児 １日…  ５００円 

申 込 み ・ 

問い合わせ先 

高浜南部保育園 

５４－０２８１ 

よしいけ保育園 

５３－２１００ 

利 用 手 順 
① 利用登録を行う（各園で申請ください） 

② 利用希望する日を予約する（各園にお問い合わせください） 

注 意 事 項 

・一時的保育利用登録は、どちらか一方の園でのみ受け付けます。 

重複利用はできませんので、ご注意ください。 

・就労等の要件により、利用料が無償になることがあります。 

・土曜日は、利用理由が緊急と認められた場合に限り、午前８時３０分から

午後０時３０分までお預かりします。 

・他市町村在住で高浜市に里帰り出産等の為、一時的に滞在する方は利用可 

能です。 

一時的保育事業案内 


